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第６ 関係法規等 
 

１ 関係法規 

生活衛生関係営業に関係する主なその他の法律としては，以下のものがある。 

【中小企業に関する法律】 

・中小企業基本法（昭和38年法律第154号） 

・中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号） 

・中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平成19年法律第39号） 

・中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成20年法律第38号） 

・産業競争力強化法（平成25年法律第98号） 

・中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号） 

・中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号） 

・中小小売商業振興法（昭和48年法律第101号） 

・中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関す

る法律（平成3年法律第57号） 

・中小企業退職金共済法（昭和34年法律第160号） 

・激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年法律第150号） 

・阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成7年法律第16号） 

・東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成23年法律第40号） 

・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（平成23年法律113号） 

・中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律（昭和52年法律

第74号） 

・小売商業調整特別措置法（昭和34年法律第155号） 

・中小企業倒産防止共済法（昭和52年法律第84号） 

・小規模企業共済法（昭和40年法律第102号） 

・協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成5年法律第44号） 

・信用保証協会法（昭和28年法律第196号） 

・中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号） 

・商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成５年法律第51号） 

・小規模企業振興基本法（平成26年法律第94号） 

【環境に関する法律】 

・水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号） 

・下水道法（昭和33年法律第79号） 

・土壌汚染対策法（平成14年法律第53号） 

・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号） 

・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和３年法律第60号） 

【消費者又は利用者擁護に関する法律】 

・消費者基本法（昭和43年法律第78号） 

・消費者契約法（平成12年法律第61号） 

・個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 
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【福祉に関する法律】 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号） 

・身体障害者補助犬法（平成14年法律第49号） 

・ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号） 

【食に関する法律】 

・食品安全基本法（平成15年法律第48号） 

・食育基本法（平成17年法律第63号） 

・食品衛生法（昭和22年法律第233号） 

 

２ 関係通知 

○ 新規生衛業者への情報提供 
 

健衛発０７２６第１号 
平成２３年７月２６日 

都道府県 
各 政令市  衛生主管部（局）長 殿 
  特別区 
                                   厚生労働省健康局生活衛生課長 
 

新規に開設等する生活衛生関係営業者に対する生活衛生関係営業の 
運営の適正化及び振興に関する法律に係る情報提供について 

 
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和３２年法律第１６４号。以

下「生衛法」という。）は、公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて深い関係のある生
活衛生関係の営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生
水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組
織の自主的活動を促進する等の方策を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに
国民生活の安定に寄与することを目的としており、生活衛生関係営業者には、極めて関連の
深い法令の一つです。 

生衛法第３条に基づく生活衛生同業組合は、 
・振興計画を策定し、生活衛生関係営業の諸課題に対応した振興方策を示す、 
・衛生施設の維持・改善向上・経営の健全化に向けて組合員を指導する、 

といった役割を果たしています。 
また、生活衛生同業組合に加入する組合員には、 

・株式会社日本政策金融公庫（以下「日本公庫」という。）を通じて実施している生活衛生融
資による特別金利が適用になる、 
・福利厚生、共済事業等を実施しており、そうした仕組みを利用できる、 
・税制上、経営基盤の安定を図るため、特別償却や固定資産税の減免等 
といった優遇措置があります。 
 組合への加入、非加入は、各営業者の任意でありますが、上記の機能を鑑みて、また、生
衛法の趣旨、組合の活動内容等を詳しく知らない新規開設者等がいることも考えられること
から、 
・都道府県（保健所）への営業の許可申請、届出に際して、 
・一般融資に当たっての都道府県（又は都道府県の委託を受けた都道府県生活衛生営業指導
センター）が推薦書の発行申込みを受けた際に、 
・その他生活衛生関係営業者に対する研修会を実施するなどの際に、 
営業者に対して、生衛法の趣旨、関係する組合の内容、所在地、連絡先等について、別添の
内容を含む資料を用いるなどして、情報提供を行うようお願い申し上げます。 
 なお、振興計画を未作成の組合に対して、営業者の営業の振興が計画的に推進され、日本
公庫からの貸付に有利な条件が適用されるよう、振興計画の作成に関して、「振興計画を未作
成の生活衛生同業組合に対する指導について」（平成２３年５月１７日健衛発０５１７第１号
厚生労働省健康局生活衛生課長通知）により通知していますので、念のため申し添えます。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%82%97%ee%8e%d2%81%41%8f%e1%8a%51%8e%d2%93%99%82%cc%88%da%93%ae%93%99%82%cc%89%7e%8a%8a%89%bb%82%cc%91%a3%90%69%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H18HO091&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
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別添 
情報提供内容（例） 
 

－ 生衛法と生活衛生同業組合の意義、組合員が受けられる優遇措置 － 
 
１．生活衛生関係営業とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」

（生衛法）に規定される営業です。 
（１）生衛法は、衛生施設の改善向上と経営の健全化等を通じて、衛生水準の維持向上を

図り、国民生活の安定に寄与することを目的としています。 
（２）生活衛生関係営業は、国民の日常生活に大変深いかかわりのあるサービスや商品を

提供して、安全・安心で豊かな生活に重要な役割を担っています。 
（３）お店の経営の安定化を図り、清潔で衛生的なお店づくりを目指すことは、お客様に

安心感を与えることとなります。 
（４）営業施設の衛生基準を守り、経営の健全化と業界の振興を推進するために、生活衛

生同業組合が業種ごとに組織されます。 
※生活衛生関係営業： 

①飲食店営業（すし、めん類、中華料理、社交、料理、一般飲食）  
②喫茶店営業    ③食肉販売業（食鳥肉、食肉）   ④氷雪販売業  
⑤理容業      ⑥美容業    ⑦興行場営業 
⑧旅館業（旅館・ホテル、簡易宿所） ⑨公衆浴場業   ⑩クリーニング業 

２．組合は法律に基づく営業者の自主的な活動団体であり、主に次のような事業を行ってい
ます。 
（１）組合員に対する衛生施設の維持や改善、経営の健全化に対する指導 
（２）営業施設の整備改善や、経営の健全化のための資金の斡旋 
（３）組合員の営業に関する技能の改善向上のための事業 
（４）組合員の福利厚生に関する事業 
（５）組合員の共済に関する事業 

営業者は自由に同じ業種に該当する組合に加入することができます。組合では情報の交
換や技能の向上、融資の相談をはじめ、各種レクレーションなど活発な活動をしていま
す。 

組合を通じて、行政からの様々な情報や、食中毒、新型インフルエンザ、ノロウイルス
やレジオネラ症などその時々で営業上重要な衛生対策に関するパンフレットなどを得るこ
とができます。 

３．生活衛生同業組合に加入すると、株式会社日本政策金融公庫の「生活衛生融資」が有利
な条件で利用できます。 
○融資限度額が大きい  ○貸付期間が長い  ○金利が低い 
○無担保、無保証人の「生活衛生改善貸付」の融資制度がある 
○振興事業促進支援融資制度の利用で、さらに 0.15%金利低減あり 等 
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（別紙） 

情報提供内容(例) 

 

― 生衛法と生活衛生同業組合の意義、組合員が受けられる優遇措置 ― 

 

１．生活衛生関係営業とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」

（生衛法）に規定される営業です。 

(1) 生衛法は、衛生施設の改善向上と経営の健全化等を通じて、衛生水準の維持向上を図

り、国民生活の安定に寄与することを目的としています。 

(2)  生活衛生関係営業は、国民の日常生活に大変深いかかわりのあるサービスや商品を提

供して、安全・安心で豊かな生活に重要な役割を担っています。 

(3)  お店の経営の安定化を図り、清潔で衛生的なお店づくりを目指すことは、お客様に安

心感を与えることとなります。 

(4)  営業施設の衛生基準を守り、経営の健全化と業界の振興を推進するため に、生活衛生

同業組合が業種ごとに組織されます。 

※ 生活衛生関係営業：  

①飲食店営業（すし、めん類、中華料理、社交、料理、一般飲食）、 

②喫茶店営業、③食肉販売業（食鳥肉、食肉）、④氷雪販売業、⑤理容業、 

⑥美容業、⑦興行場営業、⑧旅館業（旅館・ホテル、簡易宿所）、 

⑨公衆浴場業、⑩クリーニング業 

 

２．組合は法律に基づく営業者の自主的な活動団体であり、主に次のような事業を行ってい

ます。 

 (1)  組合員に対する衛生施設の維持や改善、経営の健全化に対する指導 

 (2)  営業施設の整備改善や、経営の健全化のための資金の斡旋 

 (3)  組合員の営業に関する技能の改善向上のための事業 

 (4)  組合員の福利厚生に関する事業 

 (5)  組合員の共済に関する事業 

    営業者は自由に同じ業種に該当する組合に加入することができます。組合では情報の交換

や技能の向上、融資の相談をはじめ、各種レクレーションなど活発な活動をしています。 

    組合を通じて、行政からの様々な情報や、新型コロナウイルス感染症対策に関する情報、

食中毒、新型インフルエンザ、ノロウイルスやレジオネラ症などその時々で営業上重要な

衛生対策に関するパンフレットなどを得ることができます。 

 

３．生活衛生同業組合に加入すると、株式会社日本政策金融公庫の「生活衛生融資」が有利

な条件で利用できます。 

    ○融資限度額が大きい  ○貸付期間が長い  ○金利が低い  

    ○無担保、無保証人の「生活衛生改善貸付」の融資制度がある  

    ○振興事業促進支援融資制度の利用で、さらに0.15%金利低減あり 等 
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○生活衛生同業組合活動推進月間 

   薬生衛発0714第１号 

                         令和３年７月14日 

 

   都 道 府 県 

各  保 健 所 設 置 市  衛生主管部（局）長 殿 

   特 別 区 

                 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長 

      （  公  印  省  略  ） 

 

生活衛生同業組合活動推進月間の実施等について（協力依頼） 

 

 生活衛生同業組合（以下「生衛組合」という。）は、生活衛生関係営業の運営の適正化及

び振興に関する法律（以下「生衛法」という。）に基づき生活衛生関係営業の業種ごとに設

立された、衛生水準の向上等を使命とする同業者の組織であり、そのネットワークは衛生行

政の推進のための重要な社会基盤となっています。 

 生衛法の制定後 60 年が経過し、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を

図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するといった、生衛法及び生衛組合の役

割を再認識し、行政と生衛組合が連携し、より一層の取組を行っていく必要があると考えま

す。 

これまで、生衛組合については、「新規に開設等する生活衛生関係営業者に対する生活衛

生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に係る情報提供について」（平成 23 年 7 月

26日健衛発 0726第 1号）、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づ

く生活衛生同業組合の活用と理容師法等の衛生関係法令に基づく立入検査等の適切な実施に

ついて」（平成 24 年 7 月 31 日健衛発 0731 第 1 号）、「生活衛生同業組合に関する情報提供

と活用の推進について」（平成 25 年 7 月 31 日健衛発 0731 第 1 号）等において、生衛組合の

活動に関してご協力をお願いしてきたところです。さらに平成 26 年度より、生衛組合の活動

の推進等の機運を全国的に高めていくための方策として、一般社団法人全国生活衛生同業組

合中央会（以下「全国生衛中央会」という。）において、毎年 11 月を「生活衛生同業組合活

動推進月間」（以下「月間」という。）と定め、全国・都道府県生活衛生営業指導センタ

ー、関係機関及び関係団体の連携のもとに、生衛組合の周知広報や組合活動の活性化のため

の取組を重点的に展開しており、本月間の実施についての協力をお願いしているところで

す。 

現在、全国生衛中央会においては、今年度の月間の実施に向けて、引き続き、①衛生基準

の遵守に向けた生衛業者の自主点検活動等の衛生活動の推進、②生衛組合に関する広報・啓

発の推進、③生衛組合を中心としたネットワークの拡充、④若手・後継者等の人材育成及び

若手による組合活動の活性化、⑤営業者、消費者及び行政等の関係機関による連携・対話の

推進の５項目を重点活動項目とした取組を予定していますが、これらの取組は衛生行政の推

進にも資するものと考え、厚生労働省としても、後援等の協力を予定しているところです。 

つきましては、行政、関係機関及び関係団体等の連携・協力のもとに、月間の活動の推進

が図られるよう、各都道府県等におかれても、今後、生衛組合及び都道府県生活衛生営業指

導センターが実施する月間関連事業について格別の支援等のご協力方よろしくお願いしま

す。 

 

また、これまでも通知等で繰り返しお願いしているところですが、各都道府県等におかれま

しては、貴管下の保健所等の機関も含め、改めて、衛生確保等に関する生衛組合の役割・意

義、活動等に関してご理解、ご確認をいただき、生衛組合の機能強化や組織の活性化を図る

ため、別添においてお示ししました取組事例も参考にしていただきながら、引き続き、営業

許可申請等各種申請や届出、研修会等の様々な機会を捉え、新規営業者をはじめとする管下

の生衛組合未加入の事業者に対し、生衛組合に関する情報提供等を積極的に行うとともに、

衛生情報の周知等に関する生衛組合の活用や災害時等に備えた生衛組合との協力・応援協定

の締結をはじめとする連携協力の推進に関して、特段のご配慮をお願いします。 
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                                （別添） 

Ⅰ 推進月間等における自治体の取組事例 

 ・ 保健所担当者会議で、県指導センター業務及び組合業務を説明(毎年度初め) 

 ・ 新任環境衛生監視員研修会で月間及び衛生水準事業の説明 

 ・ 県下全保健所における生衛組合・指導センターとの意見・情報交換会の開催 

 ・ 各種衛生講習会等の開催にあたり案内文書を保健所長、センター理事長、組合理事長

の連名で発出 

 ・ 生衛組合等開催の講習会等の後援及び講師派遣 

 ・ 組合加入に関する情報提供チラシの作成・配布 

 ・ 広報誌、情報誌へ「生活衛生同業組合活動推進月間」について掲載 

 ・ 都道府県等ＨＰへ「生活衛生同業組合活動推進月間」等の掲載 

 ・ 生衛組合等に関する相談窓口の会場提供 

 ・ 各種セミナー会場等での相談窓口の設置 

 ・ 標準営業約款Ｓマークの普及促進の広報  など 

 

Ⅱ 生衛組合への加入促進への協力事例 

 ・ 営業許可書交付時にパンフレット等を手交しての情報提供 

 ・ 新規開業者へのチラシ・ポケットブック等の配布 

 ・ 生衛組合未加入者への組合の情報提供 

 ・ 生衛組合・指導センターに対する新規営業許可情報（行政文書）の開示 

 ・ 新規登録者（名簿）の組合又はセンターへの情報提供 

 ・ 生衛組合が主催する講習会について組合未加入者へ案内  など 

   （別紙：情報提供内容(例)参照） 

 

Ⅲ 各生衛組合との協力・連携事例 

 ・ 災害時等に備えた協力・応援協定の締結（物資の備蓄、被災者の受入、被災者へのサ

ービス提供など）。 

 ・ 地域における高齢者、妊産婦、乳幼児、子ども等の見守り隊としての協力連携（認知

症サポーター、子ども110番の家など） 

 ・ 各種地域活動、スポーツ、催し物等開催時の連携 

 ・ 訪日外国人客の受入促進のための情報発信等の連携  など 

  

＜参考ＨＰ＞ 

（公財）全国生活衛生衛業指導センター：http://www.seiei.or.jp/top/index.html 

標準営業約款：https://s-mark.jp/ 

日本政策金融公庫：https://www.jfc.go.jp/n/finance/first/ko_under1.html 

 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/first/ko_under1.html

